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概略発注方式試行要領 

 

１ 概要 

 「概略発注方式」は、当初設計書作成時の直接工事費の算定にあたり、「主たる工種」

の金額は従来どおりの方法で積算し、「その他の工種（以下、概略発注工）」の金額は

「主たる工種」の金額に一定の比率（％）を乗じて一括で計算することで、当初契約時

の入札手続きの簡素化を目的とした方式である。 

 なお、変更設計書（精算時）は、「概略発注工」として一括計上した工種の数量を明

示し、従来どおりの積み上げ積算で変更する。 

 

２ 適用対象工事 

 徳島県県土整備部が発注する工事及び工事の積算体系で積算した委託業務（以下「工

事等」という。）に適用する。 

 

３ 概略発注工の比率及び金額の算定 

（１）次の工種における概略発注工の比率は、国土交通省の取組を参考に設定する。 

   ただし、必要に応じて、概算に基づき率を定めることができるものとする。 

  ① トンネル工事におけるトンネル仮設備工 

   トンネルの内、掘削土の処分費及びトンネル仮設備工を除く直接工事費 

                 ×１２％（発破 掘削）又は８％（機械掘削） 

 

  ② 橋梁上部工事における排水装置工 

   a) 鋼橋上部工事 

    ・鋼製排水溝を計上している橋梁・・排水装置工＝ 工場製作工の直接工事費×４％ 

    ・排水桝を計上している橋梁・・・・排水装置工＝ 工場製作工の直接工事費×２％ 

   b) ＰＣ上部工事 

    ・鋼製排水溝を計上している橋梁・・排水装置工＝ 直接工事費×５％ 

    ・排水桝を計上している橋梁・・・・排水装置工＝ 直接工事費×２％   

 

  ③ 概略発注工の計上額及び間接費の算出 

    概略発注工の計上金額は、１０万未満を切り捨てとし、全ての間接費の対象と 

   する。（処分費や支給品等、間接工事費等の対象とならない工種が含まれている 

場合も同様とする。） 

   ※ 見積参考資料の見積単価一覧表に、概略発注工の計上金額【１０万円単位】 

    を明示する。 

 

（２）上記以外の概略発注工を算出するための割合については、過去の類似工事の「主 

  たる工種」に対する「その他の工種」の比率で設定する。 

  ① 概略発注工の比率 

   Ｒ＝（Σ（ｂ／ａ）×１００）／ｎ 

    Ｒ：「概略発注工」の比率（％） ※小数点以下四捨五入 

    ａ：類似工事の「主たる工種」の直接工事費（円） 

    ｂ：類似工事の「その他の工種（概略発注工対象工種）」の直接工事費（円） 

    ｎ：類似工事件数 

   ※ 概略発注工の比率Ｒの設定は、最低３工事以上の率を算出し、その平均値と 

    する。 
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  ② 概略発注工の計上額 

   Ｂ＝Ａ×Ｒ／１００ 

    Ｒ：「概略発注工」の比率（％） 

    Ａ：「主たる工種」の直接工事費（円） 

    Ｂ：「概略発注工」の計上金額（円） １０万未満を切り捨てとする。 

   ※ 見積参考資料の見積単価一覧表に、Ｂ（概略発注工の計上金額【１０万円単 

   位】）を明示する。 

 

  ③ 間接工事費の算出 

    概略発注工は、全ての間接費の対象とする。（処分費や支給品等、間接工事費 

等の対象とならない工種が含まれている場合も同様とする。） 

 

４ 実施方法 

（１）当初設計書 

 （概略発注工の工種の選定等） 

  ① 概略発注工の対象工種は、直接工事費の総額に占める割合は小さく、積算に時 

   間を要する工種（付属構造物、仮設工等）とする。 

  ② 概略発注工の対象とする工種や工種数に制限は設けないが、主たる工種（主な 

   工事目的物）は、概略発注工の対象外とする。 

  ③ 概略発注工に選定した複数の工種は、１つに集約し、主たる工種に対する比率 

   により一括で算出し、設計書には１式で金額を計上する。 

  ④ 概略発注工の比率及び計上金額は、上記３の算定式を用いる。また、概略発注 

   工の比率は、主たる工種の２０％以下とする。概略発注工の比率を２０％を超え 

   て設定する場合は、類似工事の精査を行い、建設管理課と協議により決定のこと。 

 （条件明示） 

  ① 見積参考資料に添付する「数量計算書の総括表」には、概略発注工とした全て 

   の工種の備考欄等に「概略発注工」と明記する。 

  ② 「設計図面及び数量計算書」は、従来どおりの記載とする。 

  ③ 見積参考資料の見積単価一覧表には、概略発注工の計上額、間接工事費の対象 

   区分を明示する。 

 （入札質問への対応） 

   入札事務の簡素化のため、入札手続き時において概略発注工に関する質問は受け 

  付けない。 

 

（２）契約後 

  ① 契約後は、受注者が設計図書の照査を行い、概略発注工の図面・仕様・見込額 

   を発注者に報告のうえ、受発注者間で協議し、実施内容に合意後、変更指示書に 

   より工事着手する。 

  ② 中間検査や部分払検査を行う場合は、事前に設計変更を行い、契約数量等を確 

   定する。 

 

（３）変更設計書（精算時） 

  ① 数量及び内容の変更の有無にかかわらず、「概略発注工」として一括計上した 

工種の数量を明示し、従来どおりの積み上げにより積算する。（間接工事費の計 

上についても、従来どおりとする。） 

  ② 数量計算書の総括表は、備考欄等の「概略発注工」の記載を削除する。 
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５ 入札公告及び特記仕様書への明示 

  概略発注方式を適用する場合、入札公告又は入札情報及び特記仕様書に、本試行の  

対象工事等であることを明示するものとする。 

 

 上記以外の運用を行う場合は、建設管理課に相談すること。 

 

 附則 

  この要領は、令和３年２月１日以降に入札公告又は指名通知を行う案件に適用する。 

  この要領は、令和８年４月１日以降に入札公告又は指名通知を行う案件に適用する。 


